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キャッシュフロー計算書 貸　借　対　照　表

（会計期間の活動区分別資金の流れ） （期末日の財政状態）

（　）は１８年度

（会計期間の運営状況） （都民負担に帰すべきコスト集約）

（単位：億円）

損  益  計  算  書 行政サービス実施コスト計算書

目的積立金
(内数）  ３７
            (23)

積立金
(内数） １２

《資産》
８３４
(830)

固定資産
(内数）７２９
　　　　(745)

現金及び
預貯金を
除く流動資産
(内数）　８４
            (20)

《負債》
１６５
(147)

固定負債
(内数）１０６(92)
流動負債
(内数）　５９(55)

《資本》
６６９
(683)

現金及び預貯金
(内数）２１ (65)

資本金
(内数）７１５
         (715)

資本剰余金
(内数）△１０８
          (△82)

利益剰余金
(内数）６２ (50)

当期
未処分利益
(内数）  １３
           (21)

《経常費用》

１９５
(186)

運営費交付金
等に基づく収
益以外の収益
(内数）　６７
　　　　　(60)

《経常収益》

２０７
(207)

《当期総利益》
　　 　１３ (21)

運営費交付金
収益
(内数）１３２
         (139)

資産見返
　 負債戻入
(内数） ８ (8)

※利益剰余金の内訳

《臨時損失》 《臨時利益》

《支出》
４８０
(245)

　《期首残高》
　　　６５ (53)　《期末残高》

２１ (65)

《収入》
４３６
(257)

《費用》
１９６
(190)

 　《①+②+③》
　　　　６２
         (68)

《行政ｻｰﾋﾞｽ
実施ｺｽﾄ》

１９１
(198)

《運営費交付金
等に基づく収益
以外の収益》
　　　　６７
　　　　(60)

①損益外減価償却費相当額　 　　４０　(42)
②引当外退職給付増加見積額　△ １ (△1)
③機会費用　　　　　　　　   　　　   ２３  (26)

平成１９年度　公立大学法人首都大学東京の財務諸表の概要について（素案）

 　（１）法人は、毎事業年度終了後三月以内に財務諸表を作成し、設立団体の長へ提出し、その承認を受けなければならない。
　（２）法人は、財務諸表及び決算報告書に関し、監事の監査を受けなければならない。
　（３）設立団体の長は、財務諸表の承認をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。
　（４）法人は、設立団体の長から財務諸表の承認を受けたときには、遅滞なく、財務諸表等を一般の閲覧に供しなければならない。

２　平成1９年度財務諸表等の概要及び相互関連図

1　公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）の財務諸表の取り扱いについて（地方独立行政法人法第３４条）

《積立金取崩額》
　　　　1.06 （0.12）

業務活動
(内数）１８０
　　　　(172)

投資活動
(内数）２９１
           (67)

財務活動
(内数)　　９
            (6)

業務活動
(内数）２１０
　　　　(230)

投資活動
(内数）２２６
           (27)
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経常費用
※３

剰余金
（当期末処分利益）

経常費用
※３

剰余金
（当期末処分利益）

経常費用
※３

剰余金
（当期末処分利益）

経常費用
※３

剰余金
（当期末処分利益）

剰余金の概要及び利益処分案について（素案）

経営努力認定額
（知事の承認を受ける額）

6.2億円
※７

積立金

6.8億円

標準運営費交付金
（効率化係数対象外）

7億円
※２

特定運営費交付金
12億円

※２

自己収入に係るもの
2.8億円

標準運営費交付金
（効率化係数対象）

に係るもの
4.3億円

標準運営費交付金
（効率化係数対象外）

に係るもの
１千万円

積立金取崩　1億円

特定運営費交付金
に係るもの

5.8億円

経
常
収
益

経営努力
とみなす
対象

経営努力
認定対象

自己収入等
67億円

※１

標準運営費交付金
（効率化係数対象）

113億円
※２

経営努力
認定対象

経営努力
認定
対象外

自己収入等によるものは、地方独法会計基準に基づき、経営努力とみなす。
2.8億円

非認定

剰余金の発生要因を説明した上で、本来行うべき業務を行ったことを立

業務実績評価の評定「１」「２」がおおむね80％以上あること

学生収容定員の充足率が、学部で100％、大学院で90％以上あること

③剰余金の発生要因

①業務実績評価の活用

②定 員 充 足 率

　　　　・計画どおり事業を実施
　　　　・業務を効率的に実施

損益計算書 剰余金の発生要因 利益処分（案）

経営努力

3.4億円

経営努力

0円

財
源
別
区
分
の
実
施

経営努力認定基準
18

剰
余
金
の
使
途
の
事
前
報
告

認
定

事業別
管理

行なわなかった業務の事業費相当額を認定額から控除※４

評価素案では100%のため達成見込み

事業の中止や業務を効率的に行わなかった場合は
事業別に相当額を認定額から控除※５

大都市で活躍する人材育成等 500万円
その他　　　　　　　　　　 500万円

  授業料等収益　 　52億円
  受託研究等収益　 12億円
  雑益等　　　　　　3億円

※1　自己収入等の内訳

 運営費交付金収益　132億円
 資産見返負債戻入 　 8億円

※2　経常収益（自己収入等除く）の内訳

経常収益 　　　207億円
積立金取崩　　　 1億円
合計　　   　　208億円

経常費用　　 　195億円
当期未処分利益　13億円
合計　　　　   208億円

剰余金
13億円

知事の承認を受ける額
6.2億円

※４　控除額の内訳（効率化係数対象）

翌事業年度に中期計画
に定めた剰余金の使途
に充てることができる

学部110.9%、大学院101.1%で達成

９千万円

事業進捗、剰余金の発生要因

 業務費　　　 　163億円
 一般管理費　    32億円

※３　経常費用の内訳 ※７　経営努力認定額

  法人案　　　  7.2億円
  最終案　　　  6.2億円
　 差引　　　 　△1億円

外部資金等　　　　　　　　0.6億円
業務の改善等　　　　　　 2.2億円

契約の改善　　　　　　　　0.8億円
業務の改善　　　　　　　　0.7億円
人件費抑制　　　　　　　　1.2億円
その他　　　　　　　　　　　1.6億円

　常勤監事任用せず　　　　　　　　0.2億円
　必要な教員の補充を行わなかった　0.7億円

　人件費及び人材派遣費の不要額　　900万円
　その他執行残額 　　　　　　　　 100万円

※５　控除額の内訳（効率化係数対象外）

退職手当　　　　　　　　　　 5.8億円

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ型任用ﾌｧﾝﾄﾞの積み増し　　　　2.0億円
 大学院博士後期課程学生への経済支援　 0.5億円
 将来構想の検討及び実現に向けた取組み 1.0億円
 部局ごとの教育研究の質の向上等取組み 1.0億円
 ｷｬﾝﾊﾟｽ環境を改善するための整備　　　 2.0億円
 効率化推進積立金　　　　　　　　　　 0.7億円

※６ 剰余金の使途の内訳（法人案7.2億円分）

※６

経営努力非認定

経営努力非認定

1千万円
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